
　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

びわ湖における植物プランクトンの分布

　水圏の主要な一次生産者であり、その生態系

を根本から支えている植物プランクトン群集の

分布動態を詳細に把握することは、水質保全や

漁業資源管理において欠かせないものとなって

いる。びわ湖における植物プランクトン群集動

態のモニタリングは、これまで、船舶観測を中

心に行われてきた。しかし、びわ湖は日本で最

大の湖面面積（約640km2）を有する大規模湖

であるため、船舶観測だけでは植物プランクト

ン群集動態を広域的かつ連続的に捉えることが

難しい。そこで近年、上述してきた衛星リモー

トセンシング技術を用いた観測が実施されるよ

うになってきた。つまり、宇宙から植物プラン

クトン群集をみるわけである。実際には、植物

プランクトン細胞内に含まれる色素（クロロ

フィルa）量を指標にして、植物プランクトン

現存量の分布を推定する。

　筆者らは、人工衛星のセンサが受信した、湖

面から出射した青色（波長490nm）と緑色（波

長565nm）の光学情報を利用して、びわ湖にお

けるクロロフィルa濃度分布を推定してきた。

2017年に打ち上げられた気候変動観測衛星「し

きさい」の多波長光学放射計（GCOM-C/SGLI）

の衛星データから推定した2019年と2020年の

びわ湖における特徴的なクロロフィルa濃度分

布を図3に示す。

　2019年の5月8日と11日のクロロフィルa濃度

分布は、東沿岸域で濃度が局所的に高く、ま

た、その高濃度域が東岸に沿って北方へと帯状

に延びている様子を詳細に示している。これ

は、陸域からの窒素･リン栄養塩の供給イベント

（代掻き、降水など）に起因した植物プランク

トン群集のブルームと湖流の影響によるものと

考えられる。琵琶湖北湖表層が貧栄養環境とな

る夏季（9月9日）の分布図からは、琵琶湖のほ

ぼ全域でクロロフィルaがおよそ1～3mg m-3の

低い濃度であることがわかる。混合層深度がよ

り深くなる秋季（11月8日）の分布図は、植物

プランクトン秋季ブルームによる高濃度域が琵

琶湖全域に広がっていることを明瞭に捉えてい

る。特に、東沿岸域では20mg m-3を越える高濃

度域が南北に連続的に分布していることがわか

る。

　冬季鉛直循環が大規模に起こる1月から3月、

例年、琵琶湖のクロロフィルa濃度は低く、

2020年3月9日の分布図からは、一部の沿岸域

を除き、およそ1～3mg m-3で分布していること

がわかる。その後、日射量と気温が上昇し、陸

域からの栄養塩供給イベントがある季節（5～6

月）になると、琵琶湖では春季ブルームが発生

する。6月8日の分布図はその様子を捉えてお

り、全域で濃度が高くなっている。成層期の琵

琶湖北湖北部の表層では、環流（半時計回りの

流れ）が発達する。10月21日の分布図は、環流

によって沿岸から沖域へと運ばれる植物プラン

クトン群集の様子を明確に捉えている。彦根沖

付近で増殖した植物プランクトン群集が環流に

乗って沖域へと移流し、円を描くように高濃度

域が分布している。その後の成層構造が崩れは

じめる11月になると、そのような分布はほぼ見

られなくなり、琵琶湖でもっとも頻繁に観察さ

れる分布を示す日が多くなる。11月24日はその

典型的なクロロフィルa濃度分布を示してお

り、東岸域で濃度が高く、それより沖域から西

岸までは低い分布となっている。

　人工衛星データから推測したクロロフィルa

濃度分布は、琵琶湖における植物プランクトン

群集の分布動態を詳細に捉えていた。この衛星

観測を実施した2019年と2020年、びわ湖では

冬季全循環が停止し、その影響は特に深層で顕

在化した（貧酸素水塊の長期化･大規模化、底生

生物の死滅など）。今後再び、全循環停止が複

数年にわたって起こった場合、その影響は深層

だけに留まらず、表層にもおよぶと考えられ

る。従来の船舶観測に衛星リモートセンシング

を加えた「3つの目」による観測は、びわ湖生

態系の動態を正確に捉え、今後の琵琶湖水環境

の保全・再生に寄与すると期待される。

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。
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情報技術の発展と地球環境保全制度－連絡と交渉を
どのように変化させたか？

上河原　献二
環境政策・計画学科

衛星リモートセンシングと水の色

　一昨年の年報特集（第23号）において、びわ

湖を調べる「3つの目－虫の目、鳥の目、魚の

目－」について記述した (http://www.ses.usp.

ac.jp/nenpou/np23/np23-013-015.pdf）。こ

れは複数の視点から物事をみる重要性を説いた

表現で、「虫の目」は、現場の視点から対象の

細部を視ることを、「鳥の目」は、高みから俯

瞰的に物事を眺めることを、「魚の目」は、時

間の流れる中で変化を読み取ることを意味して

いる。これら「3つの目」の中でも「鳥の目」

は、昨年から続いている新型コロナ感染症拡大

の影響によって、その有用性が特に高まってき

ている。つまり、ここで言う「鳥の目」とは、

対象物に直接触れることなく、離れた位置から

対象物を探る技術、リモートセンシングであ

る。

　日本で最大の湖面面積を有する琵琶湖で起こ

るさまざまな現象を捉えるためには、宇宙空間

から地球上の対象物を捉える“衛星”リモート

センシングが有用である。衛星リモートセンシ

ングとは、地球表面上の対象物からの電磁波を

人工衛星に搭載されたセンサで受信し、その電

磁波の情報から対象物の性質や形状などを測定

する技術である。電磁波の速さは毎秒およそ30

万km（光速）であるため、人工衛星－地球表

面間の距離であれば、対象物からの情報は瞬時

に人工衛星センサに伝わる。このため、衛星リ

モートセンシングは、広域・同時的かつ時空間

的に解像度の高い観測が可能となっている。

　水域観測の衛星リモートセンシングでは、人

間が色を感知できる可視域（波長0.4～0.7μ

m）の光を利用することが多い。この場合、人

工衛星に搭載されたセンサは水面の色を見てい

ることになり、この色は水中に含まれる物質

（植物プランクトン、有色溶存有機物、無機粒

子など）の質や量を反映して変化する。たとえ

ば、透明度が高いリゾートビーチのような水域

では、水中に含まれる物質がとても少ないた

め、青く見える（透明度が高い水域でも、水深

が深い外洋のような水域では水中に入射した光

がほとんど反射されず、水面から出てこないた

め黒っぽく見える）。一方、例えば、水域の基

礎生産者である植物プランクトンを多量に含む

水域は赤茶色（赤潮）や青緑色（アオコ）に、

泥やシルトなどの無機粒子を多く含む水域は薄

茶色（泥水）に、硫化物を多く含む水域は青白

い色（青潮）に染まって見える。びわ湖は植物

プランクトン現存量が比較的多いため、その湖

面の色は緑色っぽくなることが多い（図2）。

このように、水面から出てくる光は、水中に含

まれる物質の情報を持っているため、リモート

センシングによって対象物の情報を得ることが

できる。
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　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

びわ湖における植物プランクトンの分布

　水圏の主要な一次生産者であり、その生態系

を根本から支えている植物プランクトン群集の

分布動態を詳細に把握することは、水質保全や

漁業資源管理において欠かせないものとなって

いる。びわ湖における植物プランクトン群集動

態のモニタリングは、これまで、船舶観測を中

心に行われてきた。しかし、びわ湖は日本で最

大の湖面面積（約640km2）を有する大規模湖

であるため、船舶観測だけでは植物プランクト

ン群集動態を広域的かつ連続的に捉えることが

難しい。そこで近年、上述してきた衛星リモー

トセンシング技術を用いた観測が実施されるよ

うになってきた。つまり、宇宙から植物プラン

クトン群集をみるわけである。実際には、植物

プランクトン細胞内に含まれる色素（クロロ

フィルa）量を指標にして、植物プランクトン

現存量の分布を推定する。

　筆者らは、人工衛星のセンサが受信した、湖

面から出射した青色（波長490nm）と緑色（波

長565nm）の光学情報を利用して、びわ湖にお

けるクロロフィルa濃度分布を推定してきた。

2017年に打ち上げられた気候変動観測衛星「し

きさい」の多波長光学放射計（GCOM-C/SGLI）

の衛星データから推定した2019年と2020年の

びわ湖における特徴的なクロロフィルa濃度分

布を図3に示す。

　2019年の5月8日と11日のクロロフィルa濃度

分布は、東沿岸域で濃度が局所的に高く、ま

た、その高濃度域が東岸に沿って北方へと帯状

に延びている様子を詳細に示している。これ

は、陸域からの窒素･リン栄養塩の供給イベント

（代掻き、降水など）に起因した植物プランク

トン群集のブルームと湖流の影響によるものと

考えられる。琵琶湖北湖表層が貧栄養環境とな

る夏季（9月9日）の分布図からは、琵琶湖のほ

ぼ全域でクロロフィルaがおよそ1～3mg m-3の

低い濃度であることがわかる。混合層深度がよ

り深くなる秋季（11月8日）の分布図は、植物

プランクトン秋季ブルームによる高濃度域が琵

琶湖全域に広がっていることを明瞭に捉えてい

る。特に、東沿岸域では20mg m-3を越える高濃

度域が南北に連続的に分布していることがわか

る。

　冬季鉛直循環が大規模に起こる1月から3月、

例年、琵琶湖のクロロフィルa濃度は低く、

2020年3月9日の分布図からは、一部の沿岸域

を除き、およそ1～3mg m-3で分布していること

がわかる。その後、日射量と気温が上昇し、陸

域からの栄養塩供給イベントがある季節（5～6

月）になると、琵琶湖では春季ブルームが発生

する。6月8日の分布図はその様子を捉えてお

り、全域で濃度が高くなっている。成層期の琵

琶湖北湖北部の表層では、環流（半時計回りの

流れ）が発達する。10月21日の分布図は、環流

によって沿岸から沖域へと運ばれる植物プラン

クトン群集の様子を明確に捉えている。彦根沖

付近で増殖した植物プランクトン群集が環流に

乗って沖域へと移流し、円を描くように高濃度

域が分布している。その後の成層構造が崩れは

じめる11月になると、そのような分布はほぼ見

られなくなり、琵琶湖でもっとも頻繁に観察さ

れる分布を示す日が多くなる。11月24日はその

典型的なクロロフィルa濃度分布を示してお

り、東岸域で濃度が高く、それより沖域から西

岸までは低い分布となっている。

　人工衛星データから推測したクロロフィルa

濃度分布は、琵琶湖における植物プランクトン

群集の分布動態を詳細に捉えていた。この衛星

観測を実施した2019年と2020年、びわ湖では

冬季全循環が停止し、その影響は特に深層で顕

在化した（貧酸素水塊の長期化･大規模化、底生

生物の死滅など）。今後再び、全循環停止が複

数年にわたって起こった場合、その影響は深層

だけに留まらず、表層にもおよぶと考えられ

る。従来の船舶観測に衛星リモートセンシング

を加えた「3つの目」による観測は、びわ湖生

態系の動態を正確に捉え、今後の琵琶湖水環境

の保全・再生に寄与すると期待される。

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。
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衛星リモートセンシングと水の色

　一昨年の年報特集（第23号）において、びわ

湖を調べる「3つの目－虫の目、鳥の目、魚の

目－」について記述した (http://www.ses.usp.

ac.jp/nenpou/np23/np23-013-015.pdf）。こ

れは複数の視点から物事をみる重要性を説いた

表現で、「虫の目」は、現場の視点から対象の

細部を視ることを、「鳥の目」は、高みから俯

瞰的に物事を眺めることを、「魚の目」は、時

間の流れる中で変化を読み取ることを意味して

いる。これら「3つの目」の中でも「鳥の目」

は、昨年から続いている新型コロナ感染症拡大

の影響によって、その有用性が特に高まってき

ている。つまり、ここで言う「鳥の目」とは、

対象物に直接触れることなく、離れた位置から

対象物を探る技術、リモートセンシングであ

る。

　日本で最大の湖面面積を有する琵琶湖で起こ

るさまざまな現象を捉えるためには、宇宙空間

から地球上の対象物を捉える“衛星”リモート

センシングが有用である。衛星リモートセンシ

ングとは、地球表面上の対象物からの電磁波を

人工衛星に搭載されたセンサで受信し、その電

磁波の情報から対象物の性質や形状などを測定

する技術である。電磁波の速さは毎秒およそ30

万km（光速）であるため、人工衛星－地球表

面間の距離であれば、対象物からの情報は瞬時

に人工衛星センサに伝わる。このため、衛星リ

モートセンシングは、広域・同時的かつ時空間

的に解像度の高い観測が可能となっている。

　水域観測の衛星リモートセンシングでは、人

間が色を感知できる可視域（波長0.4～0.7μ

m）の光を利用することが多い。この場合、人

工衛星に搭載されたセンサは水面の色を見てい

ることになり、この色は水中に含まれる物質

（植物プランクトン、有色溶存有機物、無機粒

子など）の質や量を反映して変化する。たとえ

ば、透明度が高いリゾートビーチのような水域

では、水中に含まれる物質がとても少ないた

め、青く見える（透明度が高い水域でも、水深

が深い外洋のような水域では水中に入射した光

がほとんど反射されず、水面から出てこないた

め黒っぽく見える）。一方、例えば、水域の基

礎生産者である植物プランクトンを多量に含む

水域は赤茶色（赤潮）や青緑色（アオコ）に、

泥やシルトなどの無機粒子を多く含む水域は薄

茶色（泥水）に、硫化物を多く含む水域は青白

い色（青潮）に染まって見える。びわ湖は植物

プランクトン現存量が比較的多いため、その湖

面の色は緑色っぽくなることが多い（図2）。

このように、水面から出てくる光は、水中に含

まれる物質の情報を持っているため、リモート

センシングによって対象物の情報を得ることが

できる。
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　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。
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　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。

謝辞

　本稿を書くに当たり、歴史的事実関係につい

て、環境省杉井威夫氏、国連気候変動枠組条約

事務局小俵大明氏、環境保全再生機構瀧口博明

氏及び私の環境庁入庁同期の方々にご教示いた

だいたことに感謝する。

注

1)CERN, The birth of the Web.
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　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。
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　1990年代以降、インターネット等の情報技術

の発展は、遠隔地間を結ぶ業務の在り方を大き

く変えてきた。その中で、国連の地球環境保全

制度（世界会議、条約制度など）における連絡

と交渉は、どのような影響を受け、あるいは受

けなかったのであろうか。本稿では、議論の対

象を、特に社会の関心の高かった国連環境開発

会議（UNCED）及び気候変動枠組条約制度の

下のものを中心とする。そして次のように論述

を進めていく。第一に、多数国間協力制度の基

本的な構造について述べる。第二に1990年代以

降、インターネットなど情報技術の発展が地球

環境保全制度においてどのように活用されるよ

うになったのか、主要加盟国の一つである日本

政府内の情報技術の活用の歴史と並行して述べ

る。第三に、新型コロナによるパンデミックと

いう状況変化に対し、気候変動枠組条約制度が

どのように対応しているのかについて述べる。

第四に、今後の地球環境保全制度の下での交渉

がどのように変化していく可能性があるか、展

望を述べたい。

　1990年代以降のインターネットなどの新たな

情報技術の発達が、地球環境保全制度における

連絡・交渉についてどのような変化をもたらし

たのかについて、まとまった記述のある文献

は、政府間の側面についてのものは余りない。

むしろ主に次の二つの面との関連について研究

されてきた。第一に、国際環境科学アセスメン

トへの情報技術の発展の影響を扱ったものであ

る（例：Mitchell et al., 2006) 。それに関連し

て、米国の石油等の産業界及び保守系シンクタ

ンクが中心となって、国際環境科学アセスメン

トに対抗して、情報技術を駆使して世論操作を

行 っ て き た 「 否 認 的 対 抗 運 動 （ D e n i a l 

Countermovement）」についての研究も重要で

ある（例：Dunlop & McCright 2015) 。第二

に、市民社会と国際環境協力制度との関係を論

じた環境グローバル・ガバナンス論の中で、情

報公開の重要性が論じられている（例：Mason 

202) 。上述の二つの側面は興味深いが, 紙面の

制約から本稿では扱わない。

１．多数国間協力制度の基本的構造

　多数国間協力制度の基本的構成は、常設国際

事務局、政府代表会議、政府常駐代表部及び加

盟国政府からなる。常設国際事務局の多くは、

国連の一部（例：気候変動枠組条約事務局）な

いし、国連と協定を結んだ専門機関（例：世界

保健機関）となっている。そして多数国間協力

制度（機関・条約）の実施状況を把握し、事務

局の運営を指導し、さらに必要な場合には制度

改正を行うために、政府代表会議が開催される

（城山, 1997) 。政府代表会議は地球環境条約で

は締約国会議（Conference of the Parties, 以下

「COP」）と呼ばれる。気候変動枠組条約の

COPの参加者は特に多く、1997年の京都会議

（COP3）では政府代表団以外も含め約9850名

であったが（川島, 1997）、更に2015年のパリ

会議（COP21）では約4万人と報じられている

（朝日新聞, 2015年11月29日) 。

　事務局との日常的な連絡のため、事務局所在

地に各国の常駐代表部が置かれる。例えば、国

際機関の集中するジュネーブ（スイス連邦）に

は、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が置

かれている。政府代表会議の下部機関会合にも

各国政府代表部は対応する。様々な下部機関会

合すべてに本国から専門家を出張させることは

財政上の制約から困難だからである。

　多数国間協力制度の実施の中心は、加盟国政

府の国内行政活動である。加盟国政府は、その

実施状況報告を定期的に、常設国際事務局に送

付し、政府代表会議の下での審査を受けること

となる（森田, 2000) 。

　状況の変化に合わせて多数国間協力制度を改

正しなければならない場合があるが、その際は

政府間交渉が必要となる。地球環境条約制度で

は、まずCOP等の決議により交渉委員会が設置

され、その下で数年間かけて交渉が行われ、そ

の結果を踏まえてCOPで制度改正が決議され

る。重要な文書を採択する交渉の最終局面は多

くの場合、議長の下で、20ヶ国前後に限定され

た国々の代表が、密室で、徹夜で交渉を行って

きた。その交渉成功には、交渉者間の人間関係

の形成が重要な要素となる。そのため事務局や

議長主催のレセプションと二国間の会食が重要

な意味を持つことは、一般の外交と同じであ

る。このような、世界から集まる多数の参加

者・密室協議・集団での飲食を伴う会議は、パ

ンデミックに対して脆弱である。

　会議の設営は、事務局がホスト国と協力して

行う。国連においては、2000年頃から、環境負

荷の少ない会議運営が強調されている（UNEP, 

2009; UNEP, 2012) 。さらに、国際標準化機構

（ISO）も、2012年に「イベントの持続可能性

管理システム」を公表した（ISO, 2012) 。それ

らを踏まえ、気候変動枠組条約制度において

も、事務局とホスト国が協力して会議における

環境負荷と経費の低減が進められてきた。

２．1990年代以降情報技術の発展の地球環

境保全制度における活用

2.1　1990年代以降のインターネット等情報技術

の発展

　1990年代特に1993年頃から、インターネット

に象徴される新たな情報化への取組が世界で進

んだ（会津,　1995) 。今日のインターネットの標

準となったWorld Wide Web (WWW)は、1990

年末に正式に提案された。さらに1994年4月に

はWWWが公開され1)、1995年以降WWWによ

るインターネットが世界で急速に展開した（根

岸, 2002) 。

　日本政府内に目を向けると、パソコンが庁舎

内で普及する以前に、まず日本語ワードプロ

セッサ（専用機）が導入された。筆者のいた環

境庁水質保全局に最初にワードプロセッサ（専

用機）が導入されたのは、1984年夏のことで

あった。その後、各課一台デスクトップ・パソ

コンが導入される段階を経て、1990年代前半に

ノートパソコンの普及が始まった。そして、職

員用ノートパソコンの普及を踏まえ、環境庁が

電子メールの運用を開始したのは1995年度末で

あった。職場でのノートパソコンの一人一台体

制が完了したのは、環境庁では1996年度末で

あった。またホームページに関しては、環境庁

が試験運用を開始したのは1996年7月、本格稼

働は1997年1月31日からであった。

2.2　1990年代半ばまでの国際環境行政における

通信手段

　1990年代半ばまで、国際機関からの報告書や

会議用文書は、まずその所在地の各国代表部に

郵送され、そこから本国の外務省に郵送され、

さらにそこから各省庁に配布されていた。ただ

し、大部でない文書は、代表部から外務本省宛

てにFAXによって送信されていた。当然のこと

ながら、国際機関から発出されて各省庁担当者

に届くまで、時間を要していた。また、国内に

おけるコピー・配布に要する手間も相当なもの

であった。また当時は、政府外の者（マスコ

ミ、NGO等）が国際機関からの情報を入手する

障壁は今日よりはるかに高かったはずである。

　ちなみに、気候変動枠組条約制度を科学的知

見の提供によって支えている「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」においては、第一次

報告書公表（1990年）を目指す国際的な編集作

業でFAXが多用された。しかし1989年時点で

はソ連（当時）の研究機関にはFAXがなく、そ

れらとの通信はTelexによらざるを得なかっ

た。IPCCに参加するソ連の研究機関がFAXを

導入したのは、1990年のことであった（西岡, 

1990) 。

　 1 9 9 2 年 開 催 予 定 の 国 連 環 境 開 発 会 議

（UNCED）に向けた準備会合が、1991年3月

にジュネーブで開催された機会に、ジュネーブ

に所在したUNCED事務局を筆者は訪れた。そ

こで同事務局の情報担当職員から、「今後、事

務局文書を電話回線で配布できるようにす

る。」との構想を聞いた。ただし、それが国連

において普及するようになるには、1990年代後

半まで待たなければならなかった。

　UNCEDの過程では、日本の情報システムが

世界標準とは異なっていたことによる障害にも

直面した。地球環境保全への取組について各国

政府がUNCED事務局に報告書を提出すること

が求められていた。UNCED終了後、同事務局

より、世界各国の政府報告書をまとめて記録に

残し、外部にも提供できるようにしたいとの依

頼が、外務省地球環境室にあった。同室の担当

者（筆者）としてはその依頼に応えようとした

が、技術的な理由で実現できなかった。同室か

らUNCED事務局に対し、同報告書の電子ファ

イルをフロッピーディスクに入れて送ったので

あるが、UNCED事務局のパソコンではそれが

読めないということであった。当時日本政府か

ら送った電子ファイルが、受け取った国際機関

の方では読めないということは、時々起きてい

た。当時の日本では、世界標準であったIBM PC

互換機は余り普及していなかったことが主な要

因と推察される。

　1992年6月に開催されたUNCEDは、「持続

可能な開発」の考え方を世界に定着させた歴史

に残る会議であった。当時、経済大国日本に対

するUNCED事務局の期待は大きく、日本は準

備過程から積極的に貢献した。しかし宮沢首相

（当時）は、法案の国会審議のため、UNCED

に出席できなかった。代替手段として準備され

たのが、宮沢首相演説を収録したビデオを会場

で放映することであった。しかしこの案は、直

前になってガリ国連事務総長の反対にあって実

現しなかった。そのようなことをすれば政府要

人が会議に来なくなってしまうというのがその

理由であった（朝日新聞, 1992) 。なお、1995

年には、国連創設50周年記念行事としてガリ国

連事務総長が演説する映像が、同時配信でジュ

ネーブの国連欧州本部会議場でも放映された

2）。ただし、まだ通信速度が遅かったのであろ

う、筆者の見た映像の動きはなめらかではな

かった。

　気候変動枠組条約の採択を目指した政府間交

渉委員会は、1991年2月米国ワシントン特別市

の郊外で開始された。ジュネーブ所在の同条約

暫定事務局からの文書が、ジュネーブ代表部経

由で外務本省に送られ、そこから国内関係省庁

にそのコピーが配布されていた時代であった。

未だ電子メールはなく、日本国内から政府代表

団への連絡には、外務本省と駐米大使館を経由

する「公電」とともに、FAXが活用された。政

府間交渉委員会における交渉の結果、気候変動

枠組条約は、1992年5月にニューヨーク国連本

部で開催され採択された（表紙右上写真（上河

原）参照）。その最終局面においては、二晩ほ

ぼ徹夜で議長室に25ヶ国ほどが密室状態で集

まって合意パッケージがまとめられた（赤尾, 

1993)　。この最終局面における限定国による二

晩の密室徹夜交渉は、1997年の京都議定書採択

時（田邊,　1999）、2001年のマラケシュ合意

（京都議定書実施ルール）採択時も繰り返され

た（浜中, 2006) 。

　気候変動枠組条約事務局作成の会議文書が事

前にインターネットで配信されるようになった

のは、1998年に開催されたCOP4からであった

（COP4のWeb-siteは、条約事務局のWeb-site

上に保存されている。)　。それによって、各国

政府関係者による文書入手が効率化されただけ

ではなく、政府関係者以外も自由に入手できる

ようになった点でも画期的な出来事であった。

また会議参加者達は、それによって、大部の会

議文書を紙で携行する困難から解放された。

　それは、条約事務局文書のインターネット上

での制限なき配布の検討を、条約事務局長に対

し求めたCOP3（1997）第18号決議に対応する

ものであった。さらにそれは、会議文書費用節

減の検討を条約事務局長に求めたCOP2（1996

年）第17号決議にさかのぼる。文書のオンライ

ン配信の背景には、事務局経費削減の要請が

あったことは記憶しておくべきであろう。それ

らは今思うと重要な決議であったが、京都議定

書交渉・採択の陰に隠れて、目立たない存在で

あった。

　ただし、事前文書のオンライン配布が始まっ

てからも、締約国会議期間中に作成される議長

提案等の事務局文書は、各国政府代表団用のピ

ジョンボックスを備えた会議場内文書センター

で配布された。少なくとも、2009年のCOP15

の頃まで、会議場では大量の紙が行き交ってい

た。

　事務局文書配布に関する次の大きな変化は、

会議開催期間中の議長提案文書も含めた完全

ペーパーレス化であった。それは、2012年開催

のCOP18において実現した（UNFCCC Secreta

riat, 2012) 。

　それでは、1998年開催のCOP4から始まった

会議前事務局文書のネット配信と、2012年開催

のCOP18から始まった会議のペーパーレス化

は、重要な文書の採択に関する交渉の最終局面

を変えたのかどうか、次に見ておきたい。

　2009年開催のCOP15では、京都議定書の第

一約束期間（2008年から2012年）後に対応す

る法的文書の採択が期待され、多数の政府首脳

が参加した。しかし形成されたものは法的文書

とはならず、政治的合意（「コペンハーゲン合

意」）となった。その内容は、最終段階で、議

長のもとに20数か国の代表の間で密室において

形成されたものであった。そしてその基礎と

なったのは、アメリカのオバマ大統領が中国、

ブラジル、インド、南アフリカ代表と密室で協

議した案であった。そのような限定国による密

室協議は、一部の途上国から強い手続上の不満

を招くこととなり、議長は、それを正式に採択

することができず、報告書に記するにとどまっ

た（Christoff, 2010) 。

　2015年のCOP21において、コペンハーゲン

合意を基礎としたパリ協定が採択された。その

際は、議長が、主要国・主要交渉グループ代表

を個別に呼んで、秘密協議を継続し、その結果

が全体会合に提示された。議長（フランス外

相）は交渉を丁寧に進めたことで高い信頼と評

価とを得た。しかし最終交渉過程で議長が誰と

どんな相談をしているのかは秘密だったのであ

り、その密室度はコペンハーゲンでのCOP15と

大 差 な か っ た と 有 力 な 論 者 は 評 し て い る

（Bodansky, 2016）

　以上から、少なくともCOP21（2015年）ま

で、情報化の進展は、交渉の最終局面の基本的

な在り方（限定国による密室での交渉）を変え

なったことが分かる。

３．新型コロナによるパンデミックの影響

　2020年初頭から世界各国に拡大していった新

型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け

て同年11月に予定されたCOP26を2021年に延

期することが、同年4月1日発表された。さらに

同年5月にはその開催時期を2021年11月とする

ことが発表された。その準備のための政府間会

合はオンラインで行われている。具体的には、

月一回、COP25とCOP26の議長が、各国政府

代表団団長を招いて、事前に設定されたテーマ

について各二日間（各日2時間）オンラインで

協議を行っている。各日2時間に限定されてい

るのは、主に時差を考慮したものと思われる。

対面での会議が開催できない中で、協議を継続

するために考案された方法なのであろうが、月

一回各4時間の会合はいかにも短い。意見交換

は成立しているのであろうが、本格的な交渉と

なっているのかは不明である。同協議は同時中

継・録画による公開はなされておらず、その結

果概要のみ簡潔な議長サマリーとして公表され

ている。それまで準備会議は、少なくともその

全体会合の部分はオブザーバー・マスコミにも

公開されてきたことと比較すると、情報公開は

制限されている。情報公開よりも、政府代表団

団長間の率直な意見交換の方を優先せざるを得

なかったのであろうと推察する。

まとめ

　1991年国連気候変動枠組条約採択に向けた政

府間交渉委員会が始まったとき、事務局から交

渉参加国つまり国連加盟国への文書配布方法

は、各国政府代表部を経由した郵便とFAXで

あった。気候変動枠組条約事務局文書がオンラ

イン上で公表されるようになったのは1998年か

らであった。そして、2012年からは、締約国会

議期間中に作成される文書も含めてオンライン

配信となり、締約国会議のペーパーレス化が実

現した。これにより、文書配布時間の短縮、文

書配布における公表性の確保、事務局費用の節

減及び環境負荷の低減が進んだ。しかし、法文

など重要な文書採択交渉の最終段階が密室交渉

であることは、1992年の条約採択、1997年の

京都議定書採択、2001年のマラケシュ合意採

択、2009年のコペンハーゲン合意形成、2015

年のパリ協定採択まで変わらなかった。かつ締

約国会議が巨大化した状態が続いた。この段階

まで、情報化は、文書配布時間の短縮、公開性

の確保、事務局費用の節減及び環境負荷の低減

に大きな効果があったといえるが、重要な交渉

の最終段階での対面密室協議の必要性を排除す

ることはなかった。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

受けて、COP26は2021年11月まで一年延期と

なり、各国政府代表団団長らがオンラインで協

議を継続している。またCOP26を支援するため

国連等により2020年12月12日に開催された気

候アンビション・サミットでは、政府首脳らが

オンラインで意見表明を行った。

　オンライン協議は、協議の継続を確保し、各

国の意見を確認していく上で意義があろう。し

かし、時差を一つの理由とする時間の制約、出

張ではなく通常業務地から参加することに伴う

会議への集中の制約、人間関係形成の制約、参

加者が政府代表団団長に限られることに伴う専

門技術的な詰めの制約などなどが推察される。

また2021年の政府首脳らによるオンラインでの

意見表明は、2050年頃を目指した温室効果ガス

排出実質ゼロに向けた機運を高める効果があっ

た。ただし、それは意見表明であり、交渉では

ない。そして、COPの延期自体が、現段階では

締約国会議をオンラインでは行えないことを端

的に示している。COP26がどのように行われる

のか、そしてどのような効果をもたらすのか、

注視したい。

　今後を見通すことは困難であるが、巨大化し

たCOPに対して環境負荷と経費の低減が求めら

れており、かつ、新型感染症によるパンデミッ

クは今後も繰り返す可能性が高いことが指摘さ

れている。そのため、COPは曲がり角に来てい

るように思われる。その中で、オンラインでの

協議は、時差による制約の中でも今後拡大して

いくかもしれない。他方で、従来型の対面での

協議が持つ、①人間関係形成機能、②日常業務

地から隔離されていることによる会議への集中

効果、さらに③外部の利害関係者から遮蔽され

た密室性は、特に交渉最終段階では引き続き重

要であり続けるであろう。

　さらにパンデミックの頻度増加等により対面

交渉が難しい場面が増えると、採択される法的

文書の性格自体が変容するかもしれない。考え

られるのは、オゾン層破壊物質の規制に関する

モントリール議定書や京都議定書のように締約

国が取るべき措置の具体的内容を締約国会議で

厳格に決定するタイプ（トップダウン型）より

も、気候変動枠組条約やパリ協定のように締約

国が取るべき措置の具体的内容については各締

約国に委ねるタイプ（ボトムアップ型）が一層

選好されるようになることである。前者の場合

はち密な交渉を要するが、後者の場合には、具

体的内容は各締約国に任されるので交渉の負担

が軽くなるためである。それは、多数国間協力

制度の基本的な在り方である各国の主権の尊重

及び実施における各国の自主性への依拠（森田, 

2000）と整合的である。ただしそこでは、法的

文書に記された世界全体の長期的目標（パリ協

定の場合は、平均気温上昇2℃あるいは1.5℃未

満等）が、強力な枠組みとして作用しうる。今

後の地球環境保全制度の推移を見ていきたい。
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2)Internet Archive, United Nations’ 50th Anniversary: United 

Nations : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet 

Archive, 2021.03.30 referred.
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